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平成２５年２月１３日 
 
堺 市 議 会 議 長 	  
	 吉	 川	 敏	 文	 様 
 

提	 	 出	 	 者 
 
堺市議会議員	 	 	 	 黒	 田	 征	 樹	 	 	 	 	 	 堺市議会議員	 	 	 	 小	 林	 由	 佳 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 西	 田	 浩	 延	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 山	 根	 	 	 健 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 野	 村	 友	 昭	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 髙	 木	 佳保里 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 田	 中	 丈	 悦	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 長谷川	 俊	 英 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 木	 畑	 	 	 匡	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 深	 井	 重	 行 

同	 	 	 	 	 	 	 石	 谷	 泰	 子	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 田	 中	 浩	 美 
同	 	 	 	 	 	 	 井	 関	 貴	 史	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 上	 村	 太	 一 

	 	 同	 	 	 	 	 	 	 三	 宅	 達	 也	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 池	 田	 克	 史 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 米	 田	 敏	 文	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 佐	 治	 功	 隆 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 池	 側	 昌	 男	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 大	 林	 健	 二 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 芝	 田	 	 	 一	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 田	 渕	 和	 夫 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 裏	 山	 正	 利	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 成	 山	 清	 司 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 小	 堀	 清	 次	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 池	 尻	 秀	 樹 

同	 	 	 	 	 	 	 吉	 川	 	 	 守	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 石	 本	 京	 子 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 源	 中	 未生子	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 森	 	 	 賴	 信 

同	 	 	 	 	 	 	 水ノ上	 成	 彰	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 西	 林	 克	 敏 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 北	 野	 礼	 一                同	 	 	 	 	 	 	 野	 里	 文	 盛 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 西	 村	 昭	 三                同	 	 	 	 	 	 	 榎	 本	 幸	 子 
	 同	 	 	 	 	 	 	 筒	 居	 修	 三                同	 	 	 	 	 	 	 宮	 本	 恵	 子 

	 	 同	 	 	 	 	 	 	 小	 西	 一	 美                同	 	 	 	 	 	 	 吉	 川	 敏	 文 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 松	 本	 光	 治	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 星	 原	 卓	 次	  

同	 	 	 	 	 	 	 山	 口	 典	 子	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 大	 毛	 十一郎 
同	 	 	 	 	 	 	 平	 田	 多加秋	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 中	 井	 國	 芳 
同	 	 	 	 	 	 	 米	 谷	 文	 克	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 乾	 	 	 恵美子	  
同	 	 	 	 	 	 	 城	 	 	 勝	 行	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 栗	 駒	 栄	 一 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
	 



 

 
 

 
 

議 案 の 提 出 に つ い て 
 
 
 
	 下記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１３条の規定により提出す

る。 
 
 

記 
 
 
 
議員提出議案第１号	 	 堺市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 
 
 
理由 
	 地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）の一部の施行に伴う所要の改正

を行うとともに規定の整備を行うために本条例案を提案するものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

議員提出議案第１号 
 

堺市議会委員会条例の一部を改正する条例  

	 

堺市議会委員会条例（昭和３５年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 
第２条第５号中「９人」を「８人」に改める。 
第５条の見出し中「設置」の次に「等」を加え、同条に次の１項を加える。 

３	 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。 
第６条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項及び第３

項を１項ずつ繰り下げ、同条第１項の次に次の１項を加える。 
２	 議員はそれぞれ一の常任委員となるものとする。ただし、議長についてはこの限りでない。 
第１７条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改める。 
第２０条第２項中「聞こう」を「聴こう」に改める。 
第２２条第１項中「聞こう」を「聴こう」に改め、「あらかじめ申し出た者」の次に「（以下「意

見申出者」という。）」を加え、同条第２項中「あらかじめ申し出た者」を「意見申出者」に、「か

たよらない」を「偏らない」に改める。 
第２３条第２項中「聞こう」を「聴こう」に改める。 
第２５条中「又は」を「、又は」に改める。 
第２５条の２第１項及び第２項中「聞こう」を「聴こう」に改め、同条第３項中「第２３条（公

述人の発言）、第２４条（委員と公述人の質疑）及び第２５条（代理人又は文書による意見の陳述）」

を「前３条」に改める。 
 
	 	 附	 則 
（施行期日） 

１	 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第５号、第５条及び第６条の改正規定

は、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）附則第１条ただし書に規定

する政令で定める日から施行する。 
（経過措置） 

２	 この条例（前項ただし書の改正規定に限る。以下同じ。）の施行の際、現にこの条例による改

正前の堺市議会委員会条例（以下「旧条例」という。）の規定により建設委員会の委員、委員長

又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の堺市議会委員会条例

（以下「新条例」という。）の規定により建設委員会の委員、委員長又は副委員長に選任された

ものとみなし、その任期は、旧条例の規定による当該委員会における委員の残任期間とする。 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

平成２５年２月１３日 
 
堺 市 議 会 議 長 	  
	 吉	 川	 敏	 文	 様 
 

提	 	 出	 	 者 
 
堺市議会議員	 	 	 	 黒	 田	 征	 樹	 	 	 	 	 	 堺市議会議員	 	 	 	 小	 林	 由	 佳 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 西	 田	 浩	 延	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 山	 根	 	 	 健 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 野	 村	 友	 昭	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 髙	 木	 佳保里 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 田	 中	 丈	 悦	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 長谷川	 俊	 英 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 木	 畑	 	 	 匡	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 深	 井	 重	 行 

同	 	 	 	 	 	 	 石	 谷	 泰	 子	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 田	 中	 浩	 美 
同	 	 	 	 	 	 	 井	 関	 貴	 史	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 上	 村	 太	 一 

	 	 同	 	 	 	 	 	 	 三	 宅	 達	 也	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 池	 田	 克	 史 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 米	 田	 敏	 文	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 佐	 治	 功	 隆 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 池	 側	 昌	 男	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 大	 林	 健	 二 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 芝	 田	 	 	 一	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 田	 渕	 和	 夫 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 裏	 山	 正	 利	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 成	 山	 清	 司 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 小	 堀	 清	 次	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 池	 尻	 秀	 樹 

同	 	 	 	 	 	 	 吉	 川	 	 	 守	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 石	 本	 京	 子 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 源	 中	 未生子	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 森	 	 	 賴	 信 

同	 	 	 	 	 	 	 水ノ上	 成	 彰	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 西	 林	 克	 敏 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 北	 野	 礼	 一                同	 	 	 	 	 	 	 野	 里	 文	 盛 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 西	 村	 昭	 三                同	 	 	 	 	 	 	 榎	 本	 幸	 子 
	 同	 	 	 	 	 	 	 筒	 居	 修	 三                同	 	 	 	 	 	 	 宮	 本	 恵	 子 

	 	 同	 	 	 	 	 	 	 小	 西	 一	 美                同	 	 	 	 	 	 	 吉	 川	 敏	 文 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 松	 本	 光	 治	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 星	 原	 卓	 次	  

同	 	 	 	 	 	 	 山	 口	 典	 子	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 大	 毛	 十一郎 
同	 	 	 	 	 	 	 平	 田	 多加秋	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 中	 井	 國	 芳 
同	 	 	 	 	 	 	 米	 谷	 文	 克	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 乾	 	 	 恵美子	  
同	 	 	 	 	 	 	 城	 	 	 勝	 行	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 栗	 駒	 栄	 一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

議 案 の 提 出 に つ い て 
 
 
 
	 下記の議案を別紙のとおり、会議規則第１３条の規定により提出する。 
 
 

記 
 
 
 
議員提出議案第２号	 	 堺市議会会議規則の一部を改正する規則 

 
 
 
理由 
	 地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）の一部の施行に伴う所要の改正

等を行うとともに規定の整備を行うために本議案を提案するものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

議員提出議案第２号 
 

堺市議会会議規則の一部を改正する規則	 

	 

堺市議会会議規則（昭和５４年議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 
目次を次のように改める。	 

目次	 

	 第１章	 総則（第１条‐第１２条）	 

	 第２章	 議案及び動議（第１３条‐第１８条）	 

	 第３章	 議事日程（第１９条‐第２１条）	 

	 第４章	 選挙（第２２条‐第３０条）	 

	 第５章	 議事（第３１条‐第４４条）	 

	 第６章	 発言（第４５条‐第５９条）	 

	 第７章	 委員会（第６０条‐第７３条）	 

	 第８章	 表決（第７４条‐第８４条）	 

	 第９章	 請願（第８５条‐第９０条）	 

	 第１０章	 公聴会及び参考人（第９１条‐第９７条）	 

	 第１１章	 秘密会（第９８条・第９９条）	 

	 第１２章	 辞職及び資格の決定（第１００条‐第１０３条）	 

	 第１３章	 規律（第１０４条‐第１１２条）	 

	 第１４章	 懲罰（第１１３条‐第１１９条）	 

	 第１５章	 会議録（第１２０条‐第１２３条）	 

	 第１６章	 議員の派遣（第１２４条）	 

	 第１７章	 補則（第１２５条）	 

	 附則	 

	 第６条中「すべて」を「全て」に改める。	 

第８条第１項中「繰上」を「繰り上げ、」に改める。 
第２８条第３項中「聞いて」を「聴いて」に改める。 
第３４条第１項中「第８８条」を「第８７条」に、「聞き」を「聴き」に改める。 
第３５条中「第７４条」を「第７３条」に改める。 
第３６条第２項中「第７３条」を「第７２条」に改める。 
第４５条第１項、第４７条第１項及び第５０条第１項中「すべて」を「全て」に改める。 
第５１条を削り、第５２条を第５１条とし、第５３条から第５８条までを１条ずつ繰り上げる。 
第５９条中「第５１条（質疑の回数）及び第５５条」を「第５４条」に改め、同条を第５８条

とし、第６０条を第５９条とする。 
第７章中第６１条を第６０条とし、第６２条及び第６３条を１条ずつ繰り上げる。 
第６４条第１項中「聞く」を「聴く」に改め、同条を第６３条とし、第６５条から第６９条ま



 

 
 

でを１条ずつ繰り上げる。 
第７０条第２項中「法第１０９条の２第４項」を「法第１０９条第３項」に改め、同条を第６

９条とし、第７１条から第７４条までを１条ずつ繰り上げる。 
第８章中第７５条を第７４条とし、第７６条から第８４条までを１条ずつ繰り上げる。 
第８５条第３項中「すべて」を「全て」に改め、同条を第８４条とする。 
第９章中第８６条を第８５条とし、第８７条から第９１条までを１条ずつ繰り上げる。 
第１６章中第１１９条を第１２５条とし、同章を第１７章とする。 
第１５章中第１１８条を第１２４条とし、同章を第１６章とする。 
第１４章中第１１７条を第１２３条とする。 
第１１６条中「第６０条」を「第５９条」とし、第１４章中同条を第１２２条とする。 
第１４章中第１１５条を第１２１条とし、第１１４条を第１２０条とし、同章を第１５章とす 

る。 
第１３章中第１１３条を第１１９条とし、第１０８条から第１１２条までを６条ずつ繰り下げ

る。 
第１０７条中「第９３条」を「第９９条」に改め、第１３章中同条を第１１３条とし、同章を

第１４章とする。 
第１０６条中「すべて」を「全て」に改め、第１２章中同条を第１１２条とする。 
第１２章中第１０５条を第１１１条とし、第９８条から第１０４条までを６条ずつ繰り下げ、

同章を第１３章とする。 
第１１章中第９７条を第１０３条とし、第９４条から第９６条までを６条ずつ繰り下げ、同章

を第１２章とする。 
第１０章中第９３条を第９９条とし、第９２条を第９８条とし、同章を第１１章とする。 
第９章の次に次の１章を加える。 

第１０章	 公聴会及び参考人	 

（公聴会開催の手続）	 

第９１条	 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を

聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。	 

（意見を述べようとする者の申出）	 

第９２条	 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に

対する賛否を、議長に申し出なければならない。	 

（公述人の決定）	 

第９３条	 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」とい

う。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者（以下「意見申出者」という。）及びその他

の者の中から、議会において定め、本人にその旨を通知する。	 

２	 意見申出者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないよ

うに公述人を選ばなければならない。	 

（公述人の発言）	 

第９４条	 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。	 



 

 
 

２	 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。	 

３	 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を

制止し、又は退席させることができる。	 

（議員と公述人の質疑）	 

第９５条	 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。	 

２	 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。	 

（代理人又は文書による意見の陳述）	 

第９６条	 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。た

だし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。	 

（参考人）	 

第９７条	 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、

場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。 
２	 参考人については、前３条の規定を準用する。	 

 
附	 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第７０条第２項の改正規定中「法第１０９条の

２第４項」を「法第１０９条第３項」に改める部分は、地方自治法の一部を改正する法律（平成

２４年法律第７２号）附則第１条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

平成２５年２月１３日 
 
堺 市 議 会 議 長 	  
	 吉	 川	 敏	 文	 様 
 

提	 	 出	 	 者 
 
堺市議会議員	 	 	 	 黒	 田	 征	 樹	 	 	 	 	 	 堺市議会議員	 	 	 	 小	 林	 由	 佳 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 西	 田	 浩	 延	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 山	 根	 	 	 健 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 野	 村	 友	 昭	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 髙	 木	 佳保里 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 木	 畑	 	 	 匡	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 深	 井	 重	 行 

同	 	 	 	 	 	 	 井	 関	 貴	 史	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 上	 村	 太	 一 
同	 	 	 	 	 	 	 三	 宅	 達	 也	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 池	 田	 克	 史 

	 	 同	 	 	 	 	 	 	 米	 田	 敏	 文	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 佐	 治	 功	 隆 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 池	 側	 昌	 男	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 大	 林	 健	 二 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 芝	 田	 	 	 一	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 田	 渕	 和	 夫 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 裏	 山	 正	 利	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 成	 山	 清	 司 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 小	 堀	 清	 次	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 池	 尻	 秀	 樹 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 吉	 川	 	 	 守	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 水ノ上	 成	 彰 

同	 	 	 	 	 	 	 西	 林	 克	 敏	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 北	 野	 礼	 一 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 野	 里	 文	 盛	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 西	 村	 昭	 三	  
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 榎	 本	 幸	 子	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 筒	 居	 修	 三 

 同	 	 	 	 	 	 	 宮	 本	 恵	 子                同	 	 	 	 	 	 	 小	 西	 一	 美 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 松	 本	 光	 治	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 星	 原	 卓	 次	  

同	 	 	 	 	 	 	 山	 口	 典	 子	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 大	 毛	 十一郎 
同	 	 	 	 	 	 	 平	 田	 多加秋	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 中	 井	 國	 芳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

議 案 の 提 出 に つ い て 
 
 
 
	 下記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１３条の規定により提出す

る。 
 
 

記 
 
 
 
議員提出議案第３号	 	 堺市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 
 
 
理由 
	 地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）の一部の施行に伴う所要の改正

及び政務活動費の交付方法の変更等の所要の改正を行うために本条例案を提案するものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

議員提出議案第３号 
 

堺市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する

条例	 

	 

堺市議会政務調査費の交付に関する条例（平成１３年条例第２号）の一部を次のように改正す

る。	 

題名を次のように改める。	 

堺市議会政務活動費の交付に関する条例	 

第１条中「第１４項及び第１５項」を「第１４項から第１６項まで」に改め、「調査研究」の次

に「その他の活動」を加え、「政務調査費」を「政務活動費」に改める。	 

第２条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。	 

第３条第１項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、「毎月１日」の次に「（以下「基準日」

という。）」を加え、「基準日として」を「基準として」に改め、同項に次のただし書を加える。	 

ただし、基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散があった場合

は、当月分の政務活動費は交付しない。	 

第３条第７項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「毎月１０日」を「各四半期の最初の月の

１０日」に改め、「この項において」を削り、同項ただし書を次のように改め、同項を同条第８項

とする。	 

ただし、第５項の規定による政務活動費は、交付事由該当月の翌月の１０日（その日が休日

に当たる場合は、その直前の休日以外の日）に交付する。	 

第３条第６項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項

を次のように改める。	 

６	 第３項第１号及び第３号の当該会派に所属する議員の数の算定については、基準日において

議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は当

該会派に所属する議員に含めないものとする。	 

第３条第４項中「月の途中」を「一四半期の途中」に、「結成された場合は、その結成された日

の属する月」を「結成された場合又は新たに議員となった場合は、その結成された日又は新たに

議員となった日の属する月（以下この条において「交付事由該当月」という。）」に、「政務調査費」

を「政務活動費」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中「政務調査費」を「政務活動費」

に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「前項」を「第

１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。	 

２	 政務活動費は、４月から６月まで、７月から９月まで、１０月から１２月まで及び翌年の１

月から３月までの各区分による期間（以下「四半期」という。）ごとに交付するものとし、当該

四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合

は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。	 



 

 
 

第４条を次のように改める。 
	 （所属議員等の異動等に伴う調整） 
第４条	 一四半期の途中において次の各号に掲げる異動があった場合、前条の規定により既に交

付した政務活動費のうち、異動があった日の属する月の翌月分（その日が基準日に当たる場合

は、当月分。次項において同じ。）以降の政務活動費を返還しなければならない。	 

(1)	 会派に所属する議員の数が減少した場合	 

(2)	 会派を解散した場合	 

(3)	 第３条第３項各号に掲げる交付方法を変更した場合	 

(4)	 議員でなくなった場合	 

(5)	 会派に所属しない議員が会派に所属する議員となった場合	 

２	 一四半期の途中において次の各号に掲げる異動があった場合、異動があった日の属する月の

翌月分以降の政務活動費の交付申請を行うことができる。	 

(1)	 会派に所属する議員の数が増加した場合	 

(2)	 会派を結成した場合	 	 

(3)	 第３条第３項各号に掲げる交付方法を変更した場合	 

(4)	 新たに議員となった場合	 

(5)	 会派に所属する議員が会派に所属しない議員となった場合	 

３	 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、一の議員から第１項の規定による返

還及び前項の規定による交付申請が同時に行われるときは、前２項の規定にかかわらず、第１

項の規定により当該議員から返還される政務活動費と前項の申請に基づき当該議員に新たに交

付する政務活動費との差額（以下単に「差額」という。）を返還させ、又はこれを交付するこ

とができる。この場合において、差額が生じないときは、返還及び交付のいずれをも要しない

ものとする。	 

(1)	 第３条第１項第２号の規定による交付方法を選択した会派（以下この項において「議員交

付会派」という。）に所属する議員と会派に所属しない議員（以下この項において「無会派

議員」という。）との間で異動があった場合	 

(2)	 議員交付会派間で議員の異動があった場合	 

(3)	 議員交付会派に所属する議員と第３条第１項第３号の規定による交付方法を選択した会派

（以下この項において「部分交付会派」という。）に所属する議員との間で異動があった場

合	 

(4)	 部分交付会派に所属する議員と無会派議員との間で異動があった場合	 

(5)	 部分交付会派間で議員の異動があった場合	 

４	 第１項の規定による政務活動費の返還及び前項の規定による差額に係る手続は、速やかに行

わなければならない。	 

５	 第２項の規定により政務活動費の交付申請を行う場合、当該交付申請があった日の属する月

の翌月１０日（その日が休日に当たる場合は、その直前の休日以外の日）に交付する。	 

第９条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第１１条とし、同条の前に次の１条

を加える。	 



 

 
 

（透明性の確保）	 

第１０条	 議長は、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとし、その適正な運用を期す

ため、第７条第１項の規定により提出された収支報告書等について、必要に応じて調査を行う

ことができるものとする。	 

第８条第１項中「３年」を「５年」に改め、同条を第９条とする。	 

第７条の見出し中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第１項中「政務調査費」を「政

務活動費」に、「市政の調査研究に資するため必要な経費」を「第５条に定める政務活動費を充て

ることができる経費」に改め、同条第２項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「第４条」を「第

５条」に改め、同条を第８条とする。	 

第６条第１項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「第２項」を「第３項」に、「第３項」を

「第４項」に改め、同条第２項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「４月３０日」を「５月１

０日」に改め、同条第３項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、「収支報告書等を」の次に

「議長に」を加え、同条を第７条とする。	 

第５条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第６条とし、第４条の次に次の１条

を加える。	 

（政務活動費を充てることができる経費の範囲）	 

第５条	 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳

情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住

民福祉の増進を図るために必要な活動（以下「政務活動」という。）に要する経費に対して交付

する。	 

２	 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。	 

３	 政務活動費は、次の各号に掲げる経費に充ててはならない。	 

(1)	 交際費	 

(2)	 選挙活動経費	 

(3)	 政党活動経費	 

(4)	 後援会活動経費	 

(5)	 私的活動経費	 

附則の次に次の別表を加える。	 

	 	 	 （次の別表	 別記）	 

	 

附	 則	 

（施行期日）	 

１	 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）附則第１条ただ

し書に規定する政令で定める日から施行する。	 

	 （経過措置）	 

２	 この条例による改正前の堺市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこ

の条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。	 

	 （交付の方法の特例）	 



 

 
 

３	 平成２５年３月分の政務活動費に限り、この条例による改正後の堺市議会政務活動費の交付

に関する条例第３条第２項及び第８項の規定にかかわらず、同月８日に交付する。	 



 

 
 

別表（第５条関係）	 

調査研究費	 会派又は議員が行う市の事務及び行財政に関する調査研究並びに調査

委託に要する経費	 

研修費	 会派又は議員が行う研修会及び講演会を開催するために必要な経費並

びに会派に所属する議員及び会派が雇用する職員並びに議員及び議員

が雇用する職員が他の団体の開催する研修会等に参加するために要す

る経費	 

要請・陳情活動費	 会派又は議員が行う要請又は陳情活動に要する経費	 

会議費	 会派又は議員が行う各種会議に要する経費及び団体等が開催する各種

会議への議員の参加に要する経費	 

資料作成費	 会派又は議員が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費	 

資料購入費	 会派又は議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する

経費	 

広報・広聴費	 １	 会派若しくは議員が行う活動又は市政を住民に報告し、又は宣伝

するために要する経費	 

２	 会派又は議員が行う、市政及び会派若しくは議員の活動に対する

住民からの要望及び意見の聴取、住民相談等の活動のために要する

経費	 

人件費	 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費	 

事務・事務所費	 会派又は議員が行う活動に係る事務遂行に必要な経費及び会派又は議

員が行う活動に必要な事務所の設置又は管理に要する経費	 
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